
お問合わせ先

北九州市産業経済局中小企業振興課

担当：古賀(康)、坂上

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町2番1号
テクノセンタービル１階

対

象

者

（１）サーチファンド事業者から支援を受け、事業承継を目的に企業の調査活動を行っている方
（公認サーチャー、プレサーチャー、ネクストプレナー大学の在籍者など）

（２）北九州市内に本社を有する中小企業から事業を引継ぎ、引き続き市内で事業を営むことを
目的としていること。

必要書類や申請方法等の詳細は、下記URLにアクセスしてご覧ください。
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/10700377.html

TEL 093-873-1433

URL
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/
san-kei/san-chuushou.html

★市内企業への視察や経営者との面談、市場・企業調査、金融機関や仲介
会社等への訪問活動など、サーチャーの市内における調査活動に係る
費用を補助します。

★事前申請が不要。年度でまとめて申請頂くことができます！

＜助成金額＞ 下記対象経費の2分の１（上限50万円 千円未満切捨て）

～サーチファンドによる事業承継を応援します! !～

北九州市事業承継調査活動等補助金

～市内におけるサーチャーの調査活動を支援！～

※予算制約上、年度途中
で申請を締め切ること
があります。

交
付
要
件

（１）申請を行う日の属する年度の２月末日までに支払いが終了する事業であることが必要です。
（２）宿泊費や旅費について、サーチファンド事業者から一定回数支払いを受けることができる方は、
当該限度まで支給を受けたことが確認できた場合に交付対象となります。

（３）１者につき１年度限りとなりますが、同一年度内は上限まで複数回の申請が可能です。

補

助

対

象

事

業

🔍

本補助金のPoint！

事業区分 経費区分

北九州市内に本社を有す
る中小企業者への視察・
面談等の訪問活動

・企業視察や経営者との面談・折衝等に要する旅費・宿泊費等
・企業におけるインターンシップ等に要する旅費・宿泊費、
ウィークリーマンションの賃料等

北九州市内における市場
や企業等に係る調査活動

・市場調査や企業調査等、事業承継に向けた調査活動に要する
旅費・宿泊費等

北九州市内の金融機関、
仲介会社及び士業等へ
の訪問活動

・市内の金融機関や仲介会社、士業等との勉強会やセミナー、
訪問活動等、事業承継に向けた営業活動に要する旅費・宿泊費
等

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/10700377.html
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/

